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１．住宅・建築物の耐震化の現状と目標
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目標：令和７年目標：平成２７年

１．住宅・建築物の耐震化の現状と目標 （１）住宅の耐震化の進捗状況と目標

令
和
二
年
内
に
公
表
さ
れ
る
統
計
調
査

の
結
果
を
基
に
推
計
。

耐震性を有しない住宅ストック
の比率 → おおむね解消

Ｓ５７以降
耐震性あり

約２８５０万戸

耐震性あり
約７００万戸

耐震性不足
約１１５０万戸

Ｓ５６
以前

Ｓ５７
以降

総戸数 約４７００万戸
耐震性あり 約３５５０万戸
耐震性不足 約１１５０万戸

※平成１５年の推計値

耐震化率 約７５％

平成２０年平成１５年

Ｓ５７以降
耐震性あり

約３２５０万戸

耐震性あり
約６５０万戸

耐震性不足
約１０５０万戸

Ｓ５６
以前 Ｓ５７

以降

総戸数 約４９５０万戸
耐震性あり 約３９００万戸
耐震性不足 約１０５０万戸

※平成２０年の推計値

耐震化率 約７９％

平成２５年

総戸数 約５２００万戸
耐震性あり 約４３００万戸
耐震性不足 約 ９００万戸

※平成２５年の推計値

耐震化率 約８２％

総戸数 約５２５０万戸
耐震性あり 約５０００万戸
耐震性不足 約 ２５０万戸

耐震化率 約８２％耐震化率 ９５％

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

耐震性不足
約９００万戸

耐震性あり
約６００万戸

Ｓ５７以降
耐震性あり

約３７００万戸

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

耐震性不足
約２５０万戸耐震性あり

約６５０万戸

Ｓ５７以降
耐震性あり

約４３５０万戸

目標：令和２年
平成３０年

※目標を位置づけている計画等

令和２年目標

・新成長戦略（H22.6 閣議決定）
・住生活基本計画（H23.3 閣議決定）
・日本再生戦略（H24.7 閣議決定） 等

令和７年目標

・住生活基本計画（H28.3閣議決定）
・国土強靱化アクションプラン2016（H28.5 国土強靱化推進本部決定）
・南海トラフ地震防災対策推進基本計画（R1.5.31 中央防災会議決定） 等

目標：平成２７年

耐震化率 ９０％（ H17.3 「地震防災戦略」中央防災会議決定）

目標：令和７年
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（１）住宅の耐震化の進捗状況と目標

目標：令和２年



１．住宅・建築物の耐震化の現状と目標 （２）建築物の耐震化の進捗状況と目標

総棟数 約３６万棟
耐震性あり 約２７万棟
耐震性不足 約 ９万棟

※平成１５年の推計値

耐震化率 約７５％

平成２０年平成１５年

Ｓ５７以降
耐震性あり
約２１万棟

耐震性あり
約１２万棟

耐震性不足
約８万棟

Ｓ５６
以前

Ｓ５７
以降

総棟数 約４１万棟
耐震性あり 約３３万棟
耐震性不足 約 ８万棟

※平成２０年の推計値

耐震化率 約８０％

平成２５年

総棟数 約４２万棟
耐震性あり 約３６万棟
耐震性不足 約 ６万棟

※平成２５年の推計値

耐震化率 約８５％

総棟数 約４４万棟
耐震性あり 約４２万棟
耐震性不足 約 ２万棟

耐震化率 約８２％耐震化率 ９５％

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

耐震性不足
約６万棟

耐震性あり
約１３万棟

Ｓ５７以降
耐震性あり
約２３万棟

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

耐震性不足
約２万棟

耐震性あり
約１７万棟 Ｓ５７以降

耐震性あり
約２５万棟

耐震性あり
約１０万棟

耐震性不足
約９万棟

Ｓ５６
以前

Ｓ５７
以降

Ｓ５７以降
耐震性あり
約１７万棟

目標：令和２年

令和7年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消目標：令和７年

令
和
二
年
内
に
公
表
さ
れ
る
統
計

調
査
の
結
果
を
基
に
推
計
。

平成３０年

○多数の者が利用する建築物 （学校、病院、百貨店等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物）

※目標を位置づけている計画等

令和２年目標

・首都直下地震緊急対策推進基本計画（H27. 3閣議決定）
・国土強靱化アクションプラン2015（H27.6 国土強靱化推進本部決定）等

令和７年目標

・国土強靱化アクションプラン2018（H30.6 国土強靱化推進本部決定）
・南海トラフ地震防災対策推進基本計画（R1.5.31 中央防災会議決定）等

○耐震診断義務付け対象建築物

目標：平成２７年目標：平成２７年

耐震化率 ９０％（ H18.4 「首都直下地震の地震防災戦略」中央防災会議決定）
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（２）建築物の耐震化の進捗状況と目標

目標：令和２年



２．住宅の耐震化率の推計
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２．住宅の耐震化率の推計
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新耐震基準

総数 診断で○ 耐震性あり

改修済旧耐震基準

診断で✕
未改修 耐震性不足

（A）

（B）

（C）

（D）％

（E）

耐震化率(％) ＝
耐震性あり

総数

これまでの推計方法 Ｈ３０耐震化率における推計方法

(A) 総数

住調から得られる、居住世帯のある住宅戸数

(B) 新耐震基準で建てられた住宅戸数

住調から得られる、S56年以降に建てられた住宅戸数
（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の戸数の割合で按分する）

(C) 旧耐震基準で建てられた住宅戸数

住調から得られる、S55年以前に建てられた住宅戸数
（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の戸数の割合で按分する）

(D) 旧耐震基準で建てられた住宅の耐震性割合

H16年の都道府県アンケートから得られる、H15年度までに地方公共団体の
補助制度を活用し耐震診断を実施し、耐震性ありと判定された住宅の割合
（＝ 耐震性ありと判定された戸数 ／ 耐震診断実施戸数）

(E) 旧耐震基準で建てられた住宅の耐震改修工事の実施
戸数

H15年以降の住調から得られる以下の戸数の累計
・H11年以降の耐震工事をした戸数
・H16年以降の増改築・改修工事等（壁･柱･基礎等の補強工事）をした戸数
・H21年以降の増改築・改修工事等（壁･柱･基礎等の補強工事）をした戸数
※S55年以前に建てられた住宅のみを対象

（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の実施戸数の割合で按分する）

(A) 総数

住調から得られる、居住世帯のある住宅戸数

(B) 新耐震基準で建てられた住宅戸数

住調から得られる、S56年以降に建てられた住宅戸数
（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の戸数の割合で按分する）

(C) 旧耐震基準で建てられた住宅戸数

住調から得られる、S55年以前に建てられた住宅戸数
（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の戸数の割合で按分する）

(D) 旧耐震基準で建てられた住宅の耐震性割合

H20～30年の住調から得られる、H16～30年に耐震診断を実施し、結果「耐
震性が確保されていた」住宅の割合
（＝ 耐震性が確保されていた住宅戸数（「耐震改修工事をした」住宅を除く） ／ 耐震

診断実施戸数）
※S55年以前に建てられた住宅のみを対象
（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の実施戸数の割合で按分する）

(E) 旧耐震基準で建てられた住宅の耐震改修工事の実施
戸数

H20年以降の住調から得られる以下の戸数の累計
・H20年以前の耐震改修工事をした戸数
・H21～25年に耐震改修工事をした戸数
・H26～30年に耐震改修工事をした戸数
※S55年以前に建てられた住宅のみを対象

（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の実施戸数の割合で按分する）

従来の耐震化率の推計方法は、データが古く、実態を反映していない可能性があるため、推計方法の継
続性に固執することなく、耐震診断のサンプル数が多く、耐震改修の実態を正確に反映できる方法を採用
するのが適切ではないか。



２．住宅の耐震化率の推計 （３）耐震化率(H30)の実績値
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総戸数 約５３６０万戸
耐震性あり 約４６６０万戸
耐震性不足 約 ７００万戸

※平成３０年の推計値

耐震化率 約８７％

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

耐震性不足
約７００万戸

耐震性あり
約６1０万戸

Ｓ５７以降
耐震性あり

約４０５０万戸

戸建て住宅

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

Ｓ５７以降
耐震性あり

約１９７０万戸

耐震性不足
約５６０万戸

共同住宅

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

Ｓ５７以降
耐震性あり

約２０８０万戸

耐震性不足
約１４０万戸

耐震性あり
約２７０万戸

耐震性あり
約３４０万戸

総戸数 約２８８０万戸
耐震性あり 約２３２０万戸
耐震性不足 約 ５６０万戸

※平成３０年の推計値

耐震化率 約８１％

総戸数 約２４９０万戸
耐震性あり 約２３５０万戸
耐震性不足 約 １４０万戸

※平成３０年の推計値

耐震化率 約９４％

平成３０年

※上記推計は、これまでの推計方法を改善した方法で行っている。これまでの
推計方法を用いた場合、平成３０年の住宅の耐震化率は約86％となる。改善
後の推計方法を用いた場合、平成２０年の耐震化率は約81％、平成２５年の
耐震化率は約84％となる。

ストック数の多い住宅については、より的確に耐震化の進捗を把握するため、進捗に差異が見られる戸建
て住宅と共同住宅の別に耐震化率の実績値を示すのが適当ではないか。



３．建築物の耐震化率の推計
（住宅以外）
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３．建築物の耐震化率の推計
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耐震診断義務付け対象建築物※

総棟数 １５６９７棟
耐震性あり １１６５９棟
耐震性不足 ４０３８棟

※令和２年４月時点

耐震化率 約７４％

令和２年４月 所管省庁 指標名 現状

国交 官庁施設の耐震基準を満足する割合 93％（2018）

文科 公立小中学校施設の構造体の耐震化率 99.2％（2017）

文科 国立大学法人等施設の耐震化率 98.7％（2018）

文科 私立学校施設の耐震化率（高校等以下） 90.3％（2017）

文科 私立学校施設の耐震化率（大学等） 91.6％（2017）

文科
防災拠点に指定されている公立社会体育
施設（体育館）の耐震化率

75%（2014）

厚労 社会福祉施設等の耐震化率 90.3％（2016）

厚労 病院全体の耐震化率 72.9％（2018）

法務 法務省施設の耐震化率 94％（2017）

法務 矯正施設の耐震化率 81％（2017）

警察 都道府県警察本部及び警察署の耐震化率 95％（2018）

総務 消防庁舎の耐震化率 91.5％（2017）

総務 防災拠点となる公共施設等の耐震化率 93.1％（2017）

耐震性あり １１６５９棟

・要緊急 ９８２５棟
・要安全 １８３４棟

耐震性不足 ４０３８棟

・要緊急 １２５９棟
・要安全 ２７７９棟

※耐震診断義務付け対象建築物は旧耐震基準で建築されたもののみが対象であり、
新耐震基準建築物は含まれない。また、上記棟数は、令和２年4月に耐震診断結果等
が公表されているものに限る。

「４．今後の耐震化目標のあり方について」で、「特に耐震化の重要性の高い耐震診断義務付け対象の建
築物に重点化して、建築物の耐震化の目標を設定することが適当ではないか。」としているため、建築物の
耐震化率については、耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率にすることが適当ではないか。(なお、平
成３０年の多数の者が利用する建築物の耐震化率は、これまでの方法（平成２５年までの方法）を用いた場
合、約89％となる。)



４．今後の耐震化目標のあり方について
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４．今後の耐震化目標のあり方について （１）今後の目標の検討
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これまでの目標

○住宅
・令和２年までに住宅の耐震化率 ９５％
・令和７年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消

○建築物
・令和２年までに多数の者が利用する建築物の耐震化率 ９５％

・令和７年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を概ね解消

※住宅 ：平成30年の耐震化率は約87％であり、これまでの傾向を踏まえると、達成は困難。
※建築物 ：多数の者が利用する建築物については、他の所管省庁において各施設の目標を公表し耐震化を図っているところである。

新たな目標（住宅は５年間延長、建築物は耐震診断義務付け対象建築物に絞る）

○住宅
・令和７年までに住宅の耐震化率 ９５％
・令和１２年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消

○建築物

・令和７年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を概ね解消

※住宅 ：これまでの目標は達成困難であることを踏まえ、５年間延長する。
※建築物 ：今後フォローアップしていく対象を耐震診断義務付け対象建築物に絞る。

住宅について、平成30年の耐震化率及び南海トラフ地震等の発生の切迫性を踏まえ、従来以上に所管
行政庁等関係者の積極的な取組みがなされることを求めるとともに、現在設定されている目標を5年間スラ
イドさせて設定（令和7年95%、令和12年耐震性を有しない住宅のおおむね解消）することとしてはどうか。

建築物について、他の所管省庁において学校、病院等の施設について個別に耐震化率の目標の公表が
進んできていることを踏まえれば、従来の目標での継続性に固執することなく、特に耐震化の重要性の高い
耐震診断義務付け対象の建築物に重点化して、建築物の耐震化の目標を設定することが適当ではないか。
その上で、令和７年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物の概ね解消を引き続き目標と
するとともに、他の所管省庁が公表している各施設の耐震化目標（国土強靱化年次計画2019に掲載されて

いるもの）も併せて示すことが適当ではないか。



目標：令和７年
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耐震性不足
約２７０万戸

総戸数 約５３８０万戸
耐震性あり 約５１１０万戸
耐震性不足 約 ２７０万戸

耐震化率 ９５％

目標：令和７年 目標：令和１２年

総戸数 約５３６０万戸
耐震性あり 約４６６０万戸
耐震性不足 約 ７００万戸

耐震化率 約８７％

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

耐震性不足
約７００万戸

耐震性あり
約６1０万戸

Ｓ５７以降
耐震性あり

約４０５０万戸

平成３０年

耐震性を有しない
住宅ストックの比率

⇒おおむね解消

Ｓ５６
以前

Ｓ５７
以降

Ｓ５７以降
耐震性あり

約４４４０万戸

耐震性あり
約６８０万戸

４．今後の耐震化目標のあり方について （１）今後の目標の検討

今後の住宅の目標
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耐震診断義務付け対象建築物※

総棟数 １５６９７棟
耐震性あり １１６５９棟
耐震性不足 ４０３８棟

※令和２年４月時点

耐震化率 約７４％

耐震診断義務付け対象建築物の
令和２年４月時点の耐震化率

耐震性あり １１６５９棟

・要緊急 ９８２５棟
・要安全 １８３４棟

耐震性不足 ４０３８棟

・要緊急 １２５９棟
・要安全 ２７７９棟

※耐震診断義務付け対象建築物は旧耐震基準で建築された
もののみが対象であり、新耐震基準建築物は含まれない。
また、上記棟数は、令和2年4月に耐震診断結果等が公表さ
れているものに限る。

所管省庁 指標名 目標

国交 官庁施設の耐震基準を満足する割合 95％（2020）

文科 公立小中学校施設の構造体の耐震化率 100％（2020）

文科 国立大学法人等施設の耐震化率 100％（2021）

文科 私立学校施設の耐震化率（高校等以下） 95％（2020）

文科 私立学校施設の耐震化率（大学等） 96％（2020）

文科
防災拠点に指定されている公立社会体育
施設（体育館）の耐震化率

95%（2023）

厚労 社会福祉施設等の耐震化率 95.2％（2020）

厚労 病院全体の耐震化率 80％（2020）

法務 法務省施設の耐震化率 95％（2018）

法務 矯正施設の耐震化率 77％（2018）

警察 都道府県警察本部及び警察署の耐震化率 97％（2020）

総務 消防庁舎の耐震化率 100％（-）

総務 防災拠点となる公共施設等の耐震化率 100％（-）

（出典：国土強靱化年次計画２０１９）

４．今後の耐震化目標のあり方について （１）今後の目標の検討

耐震性が不
十分な耐震
診断義務付
け対象建築
物を概ね解
消

目標：令和７年

(2025年)

今後の建築物の目標



住宅の耐震化率の向上に向けては、耐震化に要する費用負担が大きいこと、耐震化の必要性に関する意識
不足、耐震化工事に対応可能な事業者に関する情報不足などの課題に対応することが求められる。

図：耐震改修の予定がない世帯の耐震改修をしない理由（旧耐震基準で建てられた住宅に限る）

■国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室「住宅の耐震化に関するアン
ケート調査」（R元年10～11月実施）より ※耐震診断を行った木造戸建て住宅所有者への調査

４．今後の耐震化目標のあり方について （２）住宅の耐震化に向けて

■耐震改修を実施しない理由（複数回答）

１位
２位

３位 (3.91%)

３位

耐震診断は行っていないが耐震性があると思っている

耐震改修にお金がかかる

誰にお願いしてよいかわからない

工法、費用、効果等が適切であるかチェックできない

悪徳業者に対する警戒心がある

自分や家族が住んでいる間に地震は起こらないだろうと考えている

１位
２位
３位

(37.34%)
(6.25%)

(3.13%)

(19.53%)
(19.38%)

(8.59%)

(9.53%)

(8.28%)
(7.34%)

１位
２位
３位

１位
２位
３位

(3.44%)
(14.22%)

(11.72%)

１位
２位
３位

(2.97%)
(4.06%)

１位
２位

(1.41%)
(4.84%)

(11.41%)

※平成21年調査。日本国内に居住する20歳以上の方で、イン

ターネットを容易に利用でき、国土交通行政に関心が高く登録
されたモニター1,045件のアンケート結果。

※平成21年調査。日本国内に居住する20歳以上の方で、イン

ターネットを容易に利用でき、国土交通行政に関心が高く登録
されたモニター1,045件のアンケート結果。

■平成23年度国土交通省政策レビュー評価書より
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◇耐震改修促進税制

◇住宅金融支援機構による融資制度

○所得税（R3.12まで） 耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の１０％相当額（上限25万円）を所得税から控除
○固定資産税（R4.3まで） 固定資産税額（120㎡相当部分まで）を１年間１／２に減額（特に重要な避難路沿道にある住宅は、２年間１／２減額）

※金利は毎月見直します。最新の金利は住宅金融支援機構にお問い合わせください。

○耐震診断 ・民間実施：国と地方で２／３

◇住宅・建築物耐震改修事業 ＜令和２年度予算：防災・安全交付金等の内数＞

※本事業は民間事業者への直接補助ではなく、地方公共団体を通じた間接補助（地方公共団体による補助制度の整備が必要）

○融資限度額：１，５００万円（住宅部分の工事費が上限）
○金利：償還期間10年以内0.36％ 、11年～20年以内0.56％（R2.4.1現在）

○融資限度額：５００万円／戸（共用部分の工事費が上限）
○金利：償還期間10年以内0.42％ 、11年～20年以内0.62％（R2.4.1現在）

マンション管理組合向け（（公財）マンション管理センターの保証を利用する場合）個人向け

○補強設計等
・民間実施：国と地方で２／３

建物の種類 交付率

・緊急輸送道路沿道
・密集市街地、津波浸水区域等の避難路沿道

国と地方で２／３

・マンション 国と地方で１／３

・その他 国と地方で23％

個別支援

○耐震改修、建替え又は除却
■対象となる住宅

・マンションを含む全ての住宅を対象
■交付率

■その他
・耐震改修の補助限度額

戸建て住宅：83.8万円／戸
（多雪区域の場合：100.4万円／戸）

マンション：補助対象単価（50,200円／㎡※）×床面積×交付率
※倒壊の危険性が高いマンション：55,200円／㎡

・建替え、除却は改修工事費用相当額に対して助成

パッケージ支援（総合支援メニュー）

■対象となる住宅
・マンションを除く住宅

■交付対象
・補強設計等費及び耐震改修工事費（密集市街地等で防火改修も行う場合は

防火改修工事費を含む）を合算した額
（建替えは改修工事費用相当額に対して助成）

■交付額（ただし、耐震改修工事費の８割を限度）

■対象となる市区町村
・以下の取り組みを行うとともに、毎年度、取り組み状況について検証・見直しを

行う地方公共団体
①戸別訪問等の方法による住宅所有者に対する直接的な耐震化促進取り組み
②耐震診断支援した住宅に対して耐震改修を促す取組
③改修事業者等の技術力向上を図る取組及び住宅所有者から事業者等への

接触が容易となる取組
④耐震化の必要性に係る普及・啓発

耐震改修の種別 交付率（国と地方で定額）

・密集市街地等（防火改修含む） １５０万円

・多雪区域 １２０万円

・その他 １００万円

費用負担や必要性の意識不足の課題に対応するため、積極的な取組みを行っている地方公共団体と連
携した住宅の耐震化に対する定額補助などを実施。

住宅耐震改修の支援策（令和2年度）
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耐震診断・耐震改修実施事務所一覧、耐震改修工事施工可能事業者一覧

16

耐震化工事に対応可能な事業者に関する情報不足に対応するため、耐震診断･耐震改修のための支援
ポータルサイト内に、耐震診断･耐震改修実施事務所の一覧、耐震改修工事施工可能事業者の一覧を掲
載。
混雑状況を定期的に更新。 http://www.kenchiku-bosai.or.jp/portal/soudan/jimusyow.html

耐震診断・耐震改修実施事務所一覧 耐震改修工事施工可能事業者一覧

混雑状況の欄については、業務が
混雑している事業者は、「混雑中」
と記載

混雑状況の欄については業務が混雑
している事務所は、「混雑中」、通常受
付の事務所は○印で記載



住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会

委員よりいただいたその他のご意見

・旧耐震の住宅に住む人は高齢化しており、住宅については耐震化が加速すると考えられる。一方、共同住宅は耐震性不十分な建物が残る可
能性がある。

・多数の者が利用する建築物についても、例えば、高価な医療機器があり、移動するのに高額な費用を要する物件があり、そのような物件は、
耐震化を進めるために相当な支援が必要となる。

・耐震化率を示すことは、耐震化を進めるうえで、全身マッサージのようなものだと思うが、令和７年頃には、全身マッサージからツボ押しにシフト
させることが必要になるのではないか。

・概ねこれで良いが、従来の方法で推計すると○％と併せて公表したほうが良いのではないか。

・住宅について、推計方法を合理的な方法にアップデートするなら、継続性が維持されないことは課題ではない。アップデートした推計方法で推
計した場合の過去の耐震化率も、差は数％であるなど付して、併せて示した方が良いのではないか。

・建築物について、法律が変わったので（耐震改修促進法が改正された耐震診断義務付け制度が出来たので）、統計の取り方を変えましたとい
うことであれば、耐震化率の対象を耐震診断義務付け対象建築物にすることは妥当だと思う。

・住宅の耐震化率の目標を後ろ倒しするのであれば、低くとどまった理由と対策をセットにした方がよい。

・耐震化率の推計については、これで良いが、継続性も大切なため、従来の推計方法でも推計しておいた方が良いのではないか。

・戸建と共同のそれぞれを推計することは、今後の住宅政策にとっても必須だと思う。耐震改修工事の意味合い（困難さ）が、戸建てと共同では
かなり異なる。



（参考１）住宅の耐震化率の推計検討経緯

〇住宅・土地統計調査（住調）

総務省統計局を主管部局として５年ごとに実施している調査で、住生活関連諸施策
の基礎資料を得ることを目的とした調査。

〇都道府県アンケート

国土交通省住宅局建築指導課より都道府県に対して、耐震診断や耐震改修の補
助実績等を調査しているもの。

（１）これまでの推計方法

18

［使用している統計や調査］

※使用している数値等
・居住世帯のある住宅の戸数
・建築年代別の住宅の戸数
・耐震工事、増改築・改修工事等の実施戸数

※使用している数値等
・地方公共団体の補助制度を利用し耐震診断を実施し、耐震性ありと判定された住宅の割合
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［耐震化率推計フロー］

新耐震基準

総数 診断で○ 耐震性あり

改修済旧耐震基準

診断で✕
未改修 耐震性不足

（A）

（B）

（C）

（D）％

（E）

耐震化率(％) ＝
耐震性あり

総数

（A）総数

住調から得られる、居住世帯のある住宅戸数

（B）新耐震基準で建てられた住宅戸数

住調から得られる、S56年以降に建てられた住宅戸数（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の戸数の割合で按分する）

（C）旧耐震基準で建てられた住宅戸数

住調から得られる、S55年以前に建てられた住宅戸数（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の戸数の割合で按分する）

（D）旧耐震基準で建てられた住宅の耐震性割合

H16年の都道府県アンケートから得られる、H15年度までに地方公共団体の補助制度を活用し耐震診断を実施した住宅戸数に対する、
耐震性ありと判定された住宅戸数の割合

（＝耐震性ありと判定された戸数 ／ 耐震診断実施戸数）

（E）旧耐震基準で建てられた住宅の耐震改修工事の実施戸数

住調から得られる以下の戸数の合計

・H11～15年に耐震工事をした戸数（H15住調）
・H16～20年に増改築・改修工事等をした戸数（H20住調）
・H21～25年に増改築・改修工事等をした戸数（H25住調）

※S55年以前に建てられた住宅のみを対象（建築年代不詳戸数はS56年以降とS55年以前の実施戸数の割合で按分する）

（参考１）住宅の耐震化率の推計検討経緯



推計
方法 （A） 総数 （B） 新耐震基準 （C） 旧耐震基準 （D） 診断で○の割合 （E） 改修済

案１
H30住調

居住世帯のある住宅を対象

H30住調

S56年以降に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H16都道府県アンケート

H15年までに補助を受け耐震診断をした住宅に対
する、耐震性ありと判定された住宅の割合

H15～H30住宅土地統計調査

S55年以前に建築された住宅のうち、以下の合計戸数

・H11～15年に耐震工事をした戸数（H15住調）
・H16～20年に増改築・改修工事等をした戸数（H20住調）
・H21～25年に増改築・改修工事等をした戸数（H25住調）
・H26～30年に増改築・改修工事等をした戸数（H30住調）

案２
H30住調

居住世帯のある住宅を対象

H30住調

S56年以降に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅のうち、H26～30年に
耐震診断をした住宅に対する、耐震性ありと判定さ
れた住宅の割合

H20～H30住宅土地統計調査

S55年以前に建築された住宅のうち、以下の合計戸数

・H20年以前に耐震改修工事をした戸数（H20住調）
・H21～25年に耐震改修工事をした戸数（H25住調）
・H26～30年に耐震改修工事をした戸数（H30住調）

案３
H30住調

居住世帯のある住宅を対象

H30住調

S56年以降に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H20～30住調

S55年以前に建てられた住宅のうち、H16～30年に
耐震診断をした住宅に対する、耐震性ありと判定さ
れた住宅の割合

H20～H30住宅土地統計調査

S55年以前に建築された住宅のうち、以下の合計戸数

・H20年以前に耐震改修工事をした戸数（H20住調）
・H21～25年に耐震改修工事をした戸数（H25住調）
・H26～30年に耐震改修工事をした戸数（H30住調）

案４
H30住調

居住世帯のある住宅を対象

H30住調

S56年以降に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅のうち、H26～30年に
耐震診断をした住宅に対する、耐震性ありと判定さ
れた住宅（耐震改修済みの住宅を除く）の割合

H20～H30住宅土地統計調査

S55年以前に建築された住宅のうち、以下の合計戸数

・H20年以前に耐震改修工事をした戸数（H20住調）
・H21～25年に耐震改修工事をした戸数（H25住調）
・H26～30年に耐震改修工事をした戸数（H30住調）

案５
H30住調

居住世帯のある住宅を対象

H30住調

S56年以降に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H30住調

S55年以前に建てられた住宅
※年代不詳戸数は按分

H20～30住調

S55年以前に建てられた住宅のうち、H16～30年に
耐震診断をした住宅に対する、耐震性ありと判定さ
れた住宅（耐震改修済みの住宅を除く）の割合

H20～H30住宅土地統計調査

S55年以前に建築された住宅のうち、以下の合計戸数

・H20年以前に耐震改修工事をした戸数（H20住調）
・H21～25年に耐震改修工事をした戸数（H25住調）
・H26～30年に耐震改修工事をした戸数（H30住調）
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新耐震基準

総数 診断で○ 耐震性あり

改修済旧耐震基準

診断で✕
未改修 耐震性不足

（A）

（B）

（C）

（D）％

（E）

※赤字：これまでの推計方法と異なる箇所

（２）耐震化率(H30)の推計方法の検討

耐震化率(％) ＝
耐震性あり

総数

（参考１）住宅の耐震化率の推計検討経緯



【案１】
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これまでの推計方法と同様の方法

【案２】 Ｄ：H30住調から得られる数値を使用 、Ｅ：住調から得られる「耐震改修工事」の実施数を使用

耐震化率（H30） ： 86％
長所
・継続性が維持される。

短所
・（Ｄ）について、データが古く、実態を反映していない可能性がある。
・（Ｅ）について、増改築・改修工事等（壁･柱･基礎等の補強工事）を用いているが、耐震化以外を目的とした補強工事が混合されている可能性がある。

耐震化率（H30） ： 89％
長所
・全て住調から得られる数値を使用するため、案１に比べ、より客観的な値となる。
・住調から得られる（Ｄ）の割合を適用することで、より最新の値で推計を行うことができる。

短所
・（Ｄ）について、耐震性ありと判定された住宅の中に耐震改修工事を実施済みである住宅があり、推計上、（Ｅ）との重複が生じている可能性がある。
・これまでの推計方法と異なる。

【案３】 Ｄ： H20～30住調から得られる数値を使用 、Ｅ：【案２】と同じ
耐震化率（H30） ： 89％
長所
・【案２】の長所に加え、（Ｄ）の割合は、サンプル数が多く、より実態に近いものと考えられる。

短所
・【案２】と同様、（Ｄ）について、耐震性ありと判定された住宅の中に耐震改修工事を実施済みである住宅があり、推計上、（Ｅ）との重複が生じている可能性がある。
・これまでの推計方法と異なる。

【案４】 Ｄ：【案２】から耐震改修済みの住宅を除いた値を使用 、Ｅ：【案２】と同じ
耐震化率（H30） ： 87％
長所
・【案２】の短所を解消した案となっている。

短所
・（Ｄ）について、【案３】に比べサンプル数が少ない。
・これまでの推計方法と異なる。

【案５】 Ｄ：【案３】から耐震改修済みの住宅を除いた値を使用 、Ｅ：【案２】と同じ
耐震化率（H30） ： 87％
長所
・【案３】の短所を解消した案となっている。

短所
・これまでの推計方法と異なる。

（参考１）住宅の耐震化率の推計検討経緯



［使用している統計や調査］

〇エネルギー・経済統計要覧

(財)日本エネルギー経済研究所が毎年発刊している、エネルギー全般にわたって、基本的な
統計データを利用しやすい形にまとめたもの。

⇒この統計の中の「業務部門業種別延床面積」を使用し、業務部門（事務所、デパート、学校、
病院等）の建築物の建築年別のストック量（10㎡以上のものを対象）の推計を行っている。

〇都道府県アンケート

国土交通省住宅局建築指導課より都道府県に対して、S56年以前に建てられた多数の者が利
用する建築物（建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号に掲げる学校、病院、百貨
店等の一定規模以上の建築物）のストック量や耐震診断、耐震改修の実績を年度ごとに調査して
いるもの。

（１）これまでの推計方法

22

※使用している数値等
・旧耐震基準建築物と新耐震基準建築物のストック量の割合
・推計年ごとのストック量の減少率

※使用している数値等
・S56年以前に建てられた多数の者が利用する建築物の棟数
・耐震診断を実施し、耐震性ありと判定された多数の者が利用する建築物の割合

（参考２）建築物の耐震化率の推計検討経緯



旧耐震基準 改修済

診断で✕
未改修 耐震性不足

新耐震基準

総数 診断で○ 耐震性あり
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（A）

（Ｃ）

（Ｂ）

（D）％

（E）

［耐震化率推計フロー］

耐震化率(％) ＝
耐震性あり

総数

（A）総数

（Ｂ）＋（Ｃ）で得られる、多数の者が利用する建築物の総数

（B）新耐震基準で建てられた建築物棟数

（C）の棟数に、エネルギー･経済統計要覧を基に得られる旧耐震基準建築物棟数に対する新耐震基準建築物棟数の割合を乗じて求める。

（C）旧耐震基準で建てられた建築物棟数

・H15、20年の推計時は、都道府県アンケートの結果を使用。
・H25年の推計時は、エネルギー･経済統計要覧で得られるH20年→25年の旧耐震基準建築物の減少率を使用して以下の式で求める。

（H25年の棟数 ＝ H20年の棟数 × 上記減少率）

（D）旧耐震基準で建てられた建築物の耐震性割合

H16年の都道府県アンケートから得られる、H15年までに補助を受け耐震診断をした棟数に対する、耐震性ありと判定された棟数の割合。

（＝耐震性ありと判定された棟数 ／ 耐震診断実施棟数）

（E）旧耐震基準で建てられた建築物の耐震改修工事の実施棟数

・H15、20年の推計時は、都道府県アンケートの耐震改修実施棟数を使用。
・H25年の推計時は、都道府県アンケートの耐震改修実施棟数に以下の割合を乗じたものを使用。

（Cの棟数／都道府県アンケートのH25の旧耐震基準建築物棟数）

（参考２）建築物の耐震化率の推計検討経緯



旧耐震基準 改修済

診断で✕
未改修 耐震性不足

新耐震基準

総数 診断で○ 耐震性あり
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（A）

（Ｃ）

（Ｂ）

（D）％

（E）

耐震化率(％) ＝
耐震性あり

総数

（２）耐震化率(H30)の推計方法の検討

推計
方法 （A） 総数 （B） 新耐震基準 （C） 旧耐震基準 （D） 診断で○の割合 （E） 改修済

案１
（B）＋（C）

多数の者が利用する建築物

エネルギー・経済統計要覧

エネルギー･経済統計で得られる旧耐震と新
耐震のストック量の比率と(C)を用いて推計

都道府県アンケート
エネルギー･経済統計要覧

エネルギー･経済統計要覧で得られる
H20年→30年の旧耐震基準建築物の減
少率を使用して以下の式で求める。
（都道府県アンケートのH20年の棟数
× 上記減少率）

都道府県アンケート

H15年までに補助を受け耐震診断をした
棟数に対する、耐震性ありと判定された
棟数の割合

都道府県アンケート

都道府県アンケートの耐震改修実施棟
数に以下の割合を乗じたものを使用。
（Cの棟数／都道府県アンケートのH30
の旧耐震基準建築物棟数）

案２
（B）＋（C）

多数の者が利用する建築物

エネルギー・経済統計要覧

エネルギー･経済統計で得られる旧耐震と新
耐震のストック量の比率と(C)を用いて推計

都道府県アンケート

都道府県アンケートの棟数を使用。

都道府県アンケート

H30年までに補助を受け耐震診断をした
棟数に対する、耐震性ありと判定された
棟数の割合

都道府県アンケート

都道府県アンケートの耐震改修実施棟
数を使用。

案３
都道府県アンケート

耐震診断義務付け対象建築物を対象
（耐震診断結果が公表されているものに限る）

－

都道府県アンケート

耐震診断義務付け対象建築物を対象
（耐震診断結果が公表されているものに限る）

都道府県アンケート

※調査時点の「耐震性あり」の棟数が得られるため、算定する必要なし。

※赤字：これまでの推計方法と異なる箇所

（参考２）建築物の耐震化率の推計検討経緯
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【案１】 これまでの推計方法と同様の方法

【案２】 C、Ｅ：都道府県アンケートの数値を補正をせず使用 、Ｄ：都道府県アンケートから得られる最新の数値を使用

耐震化率（H30） ： 89％
長所
・継続性が維持される。

短所
・（C）について、エネルギー･経済統計要覧を用いているが、10㎡以上の建築物を対象としており、多数の者が利用する建築物（主に1000㎡以上）の要件と異なる。
・（Ｄ）について、データが古く、実態を反映していない可能性がある。
・学校、病院、社会福祉施設等、各所管省庁が耐震化率を公表している用途が重複している。（当該用途は所管省庁がそれぞれで促進策を講じている。）

耐震化率（H30） ： 86％
長所
・（D）について、より最新の値を用いているため、【案１】に比べ、より実態に近いと考えられる。

短所
・（C）について、都道府県アンケートで得られる棟数は、都道府県によっては旧耐震基準建築物のみを対象としているにもかかわらず増加している年度や、急激に減少している年度があるなど、

補正せずにそのまま使用することについて懸念点がある。
・学校、病院、社会福祉施設等、各所管省庁が耐震化率を公表している用途が重複している。（当該用途は所管省庁がそれぞれで促進策を講じている。）
・これまでの推計方法と異なる。

【案３】 耐震診断義務付け対象建築物を対象とする
耐震化率（R2.4） ： 74％
長所
・耐震診断義務付け対象建築物は、各所管行政庁（都道府県や市町村）が耐震診断結果を公表することになっており、対象建築物棟数などが明確であり、推計の必要がない。

短所
・これまでの推計方法と異なる。

（参考２）建築物の耐震化率の推計検討経緯


